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5084 県

志木市

5085 県

吉川市

　産業廃棄物処理施設の敷地の位置が、都市計画上支障がないかを建築基準法第５１条ただし書
きの規定に基づき、埼玉県都市計画審議会に付議するものです。

○建築物及びその敷地に関する事項
　用途地域：工業専用地域
　主要用途：産業廃棄物処理施設
　敷地面積：１，８９７．６５㎡
　建築面積：　　８１２．６６㎡
　延べ面積：　　８２３．９５㎡

○産業廃棄物処理施設
　　　　　　　　処理品目　　　　処理能力
・脱水施設１　　　汚泥　　　１８２．８１m3/日
・脱水施設２　　　汚泥　　　１８２．８１m3/日

志木都市計画道路の変更

 本路線と交差する志木市道１０９６号線の拡幅計画に整合させ、交差箇所の形状を決定
しましたが、志木市による計画が廃止となったことから、現況の志木市道１０９６号線
との整合を図るため、本路線の一部区域を変更し、併せて車線数を決定するものです。
　また、埼玉県が定めた「県管理の停車場線と駅前広場の都市計画の取扱い」に基づ
き、本路線と一体的に定めている駅前広場を分離し、駅前広場は志木市決定として新た
に定めます。

越谷都市計画区域における産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

無
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